
▼退職手当の計算例（４３８～４４０ページ）を以下に差し替えてください

退職手当の計算例
�定年前の自己都合退職の場合

退職日の俸給月額 行（一）３級７６号 ３４０，４００円
切替日前日の俸給月額 行（一）５級１８号 ３５９，５００円
在職期間 採用年月日 昭和５６年（１９８１年）４月１日

退職年月日 平成１９年（２００７年）３月３１日
勤続期間 （２００７年３月）－（１９８１年４月）＝ ２６年

○ 新法による退職手当の算定
退職事由別勤続期間別支給率 ３５．１（自己都合退職 勤続２６年）
退職手当額＝退職時の俸給月額×３５．１＋調整額
＝３４０，４００円×３５．１＋１６，７００円×６０月
＝１１，９４８，０４０円＋１，００２，０００円＝１２，９５０，０４０円…�

○ 切替日前日の退職手当の算定
退職事由別勤続期間別支給率（旧法）３３．７５（自己都合退職 勤続２５年）
退職手当額＝切替日前日の俸給月額×３３．７５
＝３５９，５００円×３３．７５＝１２，１３３，１２５円…�

○ �が�を上回っているため、附則４条による計算
退職事由別勤続期間別支給率（旧法） ３５．２５（自己都合退職 勤続
２６年）
退職手当額＝切替日前日の俸給月額×（退職時点での勤続年数別支給
率（旧法））
＝３５９，５００円×３５．２５＝１２，６７２，３７５円…�

＊��＞�の場合、退職手当額を調整する。（以下において同じ）

○ 退職手当支給額の決定
�の方が高い場合、次に掲げる額の少ない額（最高１０万円）を減額。
調整額の５％＝１，００２，０００円×５／１００＝５０，１００円
新法と旧法の差額＝１２，９５０，０４０円－１２，１３３，１２５円＝８１６，９１５円
退職手当支給額＝１２，９５０，０４０円－５０，１００円＝１２，８９９，９４０円
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�定年退職で在職中に休職期間がある場合

退職日の俸給月額 行（一）５級５６号 ３８４，８００円
切替日前日の俸給月額 行（一）７級１７号 ４０８，１００円
在職期間 採用年月日 昭和４４年（１９６９年）４月４日

昇格年月日 平成１６年（２００４年）４月１日 ７級（旧法）
退職年月日 平成１９年（２００７年）３月３１日（定年）
私傷病による休職期間 除算対象期間 ９月間

勤続期間（２００７年３月）－（１９６９年４月）－除算期間（９月÷２）
＝３７．７５月 端数切捨て→３７年

○ 新法による退職手当の算定
退職事由別勤続期間別支給率 ５９．２８（定年退職 勤続３７年）
退職手当額＝退職時の俸給月額×５９．２８＋調整額
＝３８４，８００円×５９．２８＋（２５，０００円×３６月＋２０，８５０円×２４月）
＝２２，８１０，９４４円＋１，４００，４００円＝２４，２１１，３４４円…�

○ 切替日前日の退職手当の算定
退職事由別勤続期間別支給率（旧法） ５９．２８（定年退職 勤続３６年）
退職手当額＝切替日前日の俸給月額×５９．２８
＝４０８，１００円×５９．２８＝２４，１９２，１６８円…�

○ 退職手当支給額の決定
�の方が高いことから
調整額の５％＝１，４００，４００円×５／１００＝７０，０２０円
新法と旧法の差額＝２４，２１１，３４４円－２４，１９２，１６８円＝１９，１７６円
退職手当支給額＝２４，２１１，３４４円－１９，１７６円＝２４，１９２，１６８円

� 定年の３歳前における勧奨による退職の例

退職日の俸給月額 行（一）７級４８号 ４５０，７００円
切替日前日の俸給月額 行（一）９級１７号 ４８１，２００円
在職期間 採用年月日 昭和４８年（１９７３年）４月１日

昇格年月日 平成１６年（２００４年）４月１日 ９級（旧法）
退職年月日 平成１９年（２００７年）３月３１日（勧奨）
定年年齢までの残年数 ３年

勤続期間 （２００７年３月）－（１９７３年４月）＝３４年



○ 新法による退職手当の算定
退職事由別勤続期間別支給率 ５８．１８８（勧奨退職 勤続３４年）
退職手当額＝特例俸給月額（退職時の俸給月額×（１＋２％×３年））×
５８．１８８＋調整額
＝４５０，７００円×（１＋２％×３）×５８．１８８＋（４１，７００円×３６月＋３３，３５０
円×２４月）
＝２７，７９８，８５１円＋２，３０１，６００円＝３０，１００，４５１円…�

○ 切替日前日の退職手当の算定
退職事由別勤続期間別支給率（旧法） ５６．１６（勧奨退職 勤続３３年）
退職手当額＝特例俸給月額（切替日前日の俸給月額×（１＋２％×３
年））×５６．１６
＝４８１，２００円×（１＋２％×３）×５６．１６＝２８，６４５，６４３円…�

○ 退職手当支給額の決定
�の方が高いことから
調整額の５％＝２，３０１，６００円×５／１００＝１１５，０８０円
新法と旧法の差額＝３０，１００，４５１円－２８，６５４，６４３円＝１，４４５，８０８円
いずれの額も１０万円を超えているので控除額は１０万円
退職手当支給額＝３０，１００，４５１円－１００，０００円＝３０，０００，４５１円

▼追加（２９９～３０４ページ）
２９９～３０４ページの表「障害補償等級及び補償日数」の「日数」の項目の数
字が欠落していました。「障害等級」に対応する以下の数字を追加ください。

第１級 → ３１３
第２級 → ２７７
第３級 → ２４５
第４級 → ２１３
第５級 → １８４
第６級 → １５６
第７級 → １３１
第８級 → ５０３
第９級 → ３９１
第１０級 → ３０２
第１１級 → ２２３
第１２級 → １５６
第１３級 → １０１
第１４級 → ５６

▼訂正（４４３ページ）

�４４３ページの（イ）の７行を以下に変
更。
（ア）で得られた額の１／２の額に対
応する下表の税額が適用。

�４４３ページの表中の項目名「退職所
得控除後の額（Ａ）」を、「（ア）で
得られた１／２の額」に変更。



▼下記の通り訂正ください

ページ 位置 誤 正

２０７
（８）職務
復帰後
７行目

育児休業期間の２分の
１が…

育児休業期間の２分の
１（子が１歳に達する
までは３分の２）が…

２０８
表中下から
３～２行目

育児休業中、はじめの３
月介弘暇中の共済組合

育児休業中の共済組合

２０９
（５）の
３～４行目

俸給の調整額、調整手
当、研究員調整手当、暫
定筑波研究学園都市移
転手当も減額されます。

俸給の調整額、地域手
当、研究員調整手当が
減額されます。

４０２
下から
９行目、
１０行目

４ 研修の実施状況
�行政研修係長級
本府省の係長級を対
象に、…

４ 研修の実施状況
�行政研修課長級
本府省の課長級を対
象に、…

４３１ ２行目 ２分の１の…
２分の１（育児休業の
場合、子が１歳に達す
るまでは３分の２）の…

４４５
（法第４条）

２５年以上勤続
自己都合

２４．８７５ 削除

２５年以上勤続
公務外傷病

２９．８５ 削除

４７５

１行目 平均標準報酬月額 平均標準報酬額

５行目
平成１５年４月以後の標
準報酬月額の総額×
０．９１７（再評価率）

削除

下から
１２行目

４６１頁の ４７７頁の

４７６ ５行目
平成１５年４月以後の標
準報酬月額の総額×
０．９１７（再評価率）

平成１５年４月以後の標
準期末手当等の総額×
０．９１７（再評価率）

４７８ １４行目 ４７３頁 ４８９頁

４８３
６行目 ０．９２５ ０．９８５

１４行目 ×０．９８８ ×０．９８５

５１２ １０行目 上記ウの要件を 上記アの要件を


